
 

 

 

 

 

 

  第４ ７ 号 議 案  

 

 

新宿 区 特 別 区 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

 

   上記 の 議 案 を 提 出 す る 。  

 

 

 

    令和 ８ 年 ６ 月 １ ０ 日  

 

 

 

          提出 者  新宿 区 長   吉住  健一  

 

 

 

 

  



 

 

新宿 区 特 別 区 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

新宿 区 特 別 区 税 条 例 （ 昭 和 3 9 年 新 宿 区 条 例 第 5 7 号 ） の 一 部 を 次

のよ う に 改 正 す る 。  

第 20 条 第 2 項 中「 附 則 第 5 条 の 6 第 2 項 」を「 附 則 第 5 条 の 6 第

3 項 又 は 第 4 項 」 に 改 め る 。  

第 23 条 第 1 項 た だ し 書 中 「 及 び 第 2 4 条 の 3 第 1 項 」 を 「 並 び に

第 24 条 の 3 第 1 項 第 2 号 及 び 第 3 号 並 び に 第 2 項 第 4 号 」 に 改 め

る。  

第 24 条 の 2 第 1 項 第 2 号 中 「 除 き 、 」 を 「 除 く 。 次 条 第 1 項 第 2

号に お い て 同 じ 。 ） （ 」 に 改 め 、 「 。 次 条 第 1 項 に お い て 同 じ 」 を

削り 、 同 条 第 5 項 中 「 次 条 第 4 項 」 を 「 次 条 第 5 項 」 に 改 め る 。  

第 24 条 の 3 第 1 項 を 次 の よ う に 改 め る 。  

次に 掲 げ る 者 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 公 的 年 金 等 受 給 者 」 と い

う。 ） は 、 公 的 年 金 等 支 払 者 （ 所 得 税 法 第 2 0 3 条 の 6 第 1 項 に 規

定す る 申 告 書 の 提 出 の 際 に 経 由 す べ き 同 項 に 規 定 す る 公 的 年 金 等

（以 下 こ の 項 に お い て「 公 的 年 金 等 」と い う 。）の 支 払 者 を い う 。以

下こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） か ら 毎 年 最 初 に 公 的 年 金 等 の 支 払 を 受

ける 日 の 前 日 ま で に 、 施 行 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 次 項 各 号

に掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 告 書 を 、 当 該 公 的 年 金 等 支 払 者 を 経 由

して 、 区 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

⑴  所得 税 法 第 2 0 3 条 の 6 第 1 項 の 規 定 に よ り 同 項 に 規 定 す る 申

告書 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 者  

⑵  法の 施 行 地 に お い て 公 的 年 金 等 （ 所 得 税 法 第 2 0 3 条 の 7 の 規

定の 適 用 を 受 け る も の を 除 く 。 ） の 支 払 を 受 け る 第 9 条 第 1 号

に掲 げ る 者 で あ つ て 、 特 定 配 偶 者 （ 所 得 割 の 納 税 義 務 者 （ 合 計

所得 金 額 が 9 0 0 万 円 以 下 で あ る 者 に 限 る 。 ） の 自 己 と 生 計 を 一

にす る 配 偶 者 （ 合 計 所 得 金 額 が 9 5 万 円 以 下 で あ る 者 に 限 る 。 ）

をい う 。次 号 及 び 次 項 第 3 号 に お い て 同 じ 。）（ 退 職 手 当 等（ 第

36 条 の 2 に 規 定 す る 退 職 手 当 等 に 限 る 。以 下 こ の 号 に お い て 同

じ。）に 係 る 所 得 を 有 す る 者 に 限 る 。 ） 又 は 扶 養 親 族 （ 年 齢 1 6

歳未 満 の 者 又 は 控 除 対 象 扶 養 親 族 で あ つ て 、 退 職 手 当 等 に 係 る

所得 を 有 す る も の に 限 る 。 ） 若 し く は 特 定 親 族 （ 退 職 手 当 等 に



係る 所 得 を 有 す る 者 で あ つ て 、 合 計 所 得 金 額 が 8 5 万 円 以 下 で

ある も の に 限 る 。 ） を 有 す る も の  

⑶  法の 施 行 地 に お い て 公 的 年 金 等 （ 所 得 税 法 第 2 0 3 条 の 7 の 規

定の 適 用 を 受 け る も の に 限 る 。 ） の 支 払 を 受 け る 第 9 条 第 1 号

に掲 げ る 者 （ 当 該 年 中 に 支 払 を 受 け る べ き 当 該 公 的 年 金 等 の 額

がそ の 年 最 初 に 当 該 公 的 年 金 等 の 支 払 を 受 け る べ き 日 の 前 日 の

現況 に お い て 令 第 4 8 条 の 9 の 7 の 3 に 定 め る 金 額 に 満 た な い

者を 除 く 。 ） で あ つ て 、 障 害 者 、 寡 婦 若 し く は ひ と り 親 に 該 当

する 者 又 は 特 定 配 偶 者 若 し く は 扶 養 親 族 （ 年 齢 1 6 歳 未 満 の 者

又は 控 除 対 象 扶 養 親 族 に 限 る 。 ） 若 し く は 特 定 親 族 （ 合 計 所 得

金額 が 8 5 万 円 以 下 で あ る 者 に 限 る 。 ） を 有 す る も の  

 第 24 条 の 3 第 5 項 中 「 第 3 項 」を「 第 4 項 」に 改 め 、 同 項 を 同 条

第 6 項 と し 、 同 条 第 4 項 中 「 第 4 8 条 の 9 の 7 の 3」 を 「 第 4 8 条 の

9 の 8」に 改 め 、同 項 を 同 条 第 5 項 と し 、同 条 第 3 項 を 同 条 第 4 項 と

し、 同 条 第 2 項 中 「 前 項 」 を 「 第 1 項 」 に 、 「 法 第 3 1 7 条 の 3 の 3

第 1 項 の 規 定 に よ る 申 告 書 に 」 を 「 同 条 第 1 項 の 規 定 に よ る 申 告 書

に」 に 、 「 法 第 3 1 7 条 の 3 の 3 第 1 項 の 規 定 に よ る 申 告 書 を 提 出 す

る」 を 「 同 条 第 1 項 の 規 定 に よ る 申 告 書 を 提 出 す る 」 に 改 め 、 同 項

を同 条 第 3 項 と し 、 同 条 第 1 項 の 次 に 次 の 1 項 を 加 え る 。  

２  前項 の 規 定 に よ る 申 告 書 の 記 載 事 項 は 、次 に 掲 げ る 事 項 と す る 。 

 ⑴  公的 年 金 等 支 払 者 の 名 称  

 ⑵  公的 年 金 等 受 給 者 が 、 法 第 3 1 4 条 の 2 第 1 項 第 6 号 に 規 定 す

る特 別 障 害 者 又 は そ の 他 の 障 害 者 に 該 当 す る 場 合 に は そ の 旨 及

びそ の 該 当 す る 事 実 並 び に 寡 婦 又 は ひ と り 親 に 該 当 す る 場 合 に

はそ の 旨  

 ⑶  特定 配 偶 者 の 氏 名  

 ⑷  扶養 親 族 又 は 特 定 親 族 の 氏 名  

 ⑸  その 他 施 行 規 則 で 定 め る 事 項  

 付則 第 2 条 の 3 中 「 か ら 令 和 9 年 度 ま で 」 を 「 以 後 」 に 、 「 同 条

第 1 項 」 を 「 同 項 」 に 改 め る 。  

 付則 第 3 条 の 4 中 「 附 則 第 5 条 の 6 第 2 項 」 を 「 附 則 第 5 条 の 6

第 3 項 又 は 第 4 項 」 に 改 め る 。  

 付則 第 5 条 の 2 中 「 附 則 第 7 条 の 2 第 4 項 」 の 次 に 「 （ 法 附 則 第

7 条の 3 第 3 項 又 は 第 4 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 さ れ る 場 合

を含 む 。 ） 」 を 加 え る 。  



 

附  則  

 

（施 行 期 日 ）  

第 1 条  この 条 例 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定

める 日 か ら 施 行 す る 。  

⑴  第 23 条 第 1 項 た だ し 書 、第 2 4 条 の 2、第 2 4 条 の 3 及 び 付 則

第 2 条 の 3 の 改 正 規 定 並 び に 次 条 の 規 定  令和 9 年 1 月 1 日  

⑵  第 20 条 第 2 項 並 び に 付 則 第 3 条 の 4 及 び 第 5 条 の 2 の 改 正

規定  令和 1 0 年 1 月 1 日  

（特 別 区 民 税 に 関 す る 経 過 措 置 ）  

第 2 条  前条 第 1 号 に 掲 げ る 規 定 に よ る 改 正 後 の 新 宿 区 特 別 区 税 条

例第 2 4 条 の 3 第 1 項 及 び 第 2 項 の 規 定 は 、 同 号 に 掲 げ る 規 定 の

施行 の 日 以 後 に 支 払 を 受 け る べ き 公 的 年 金 等 に つ い て 提 出 す る 同

条第 1 項 の 規 定 に よ る 申 告 書 に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 に 支 払 を 受

ける べ き 公 的 年 金 等 に つ い て 提 出 し た 同 号 に 掲 げ る 規 定 に よ る 改

正前 の 新 宿 区 特 別 区 税 条 例 第 2 4 条 の 3 第 1 項 の 規 定 に よ る 申 告

書に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

 

 （提 案 理 由 ）  

地方 税 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 8 年 法 律 第 2 号 ） の 一 部

の施 行 に よ る 地 方 税 法（ 昭 和 2 5 年 法 律 第 2 2 6 号 ）の 改 正 等 に 伴 い 、所

要の 改 正 を 行 う 必 要 が あ る た め  

 


